
飯野ひかり幼稚園について 

 

 飯野ひかり幼稚園（以下「本園」という。）が、教育の提供に当たり保護者に対し、利用

前に説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

〇 教育を行う日及び時間等 

開所日 平日 

開所時間 平常保育  ８:００～１５:００ 

預り保育 １５:００～１７:３０ 

 

〇 保育料等 

  支給認定を受けた保護者が居住する市区町村が定める保育料を、本園にお支払いただ

きます。詳細については、入園のしおりをご覧ください。 

その他の費用 金額 徴収の時期 

給食費 1食 280円+牛乳代月額 600円 当月 28日 

特定保育料 教育補助費 年額 12，000円（月額 1，000円） 

設備費   年額 24，000円(月額 2，000円) 

スイミング代 2,300円(月額)【年中・年長児】 

当月 28日 

実費徴収費 絵本代(月額) 380円～450円 

バス協力費(月額) 2,800円 

保育料等引落手数料 1回 50円 

水遊び代 400円 7月 

暖房費 500円 12月～3月 

通信費(実家庭の年額) 200円 

PTA会費(年額) 4,500円 

行事の会費 ☆年長児のみ 

(遠足・☆竹の子掘り 1,200円・芋苗さし・☆お泊

り保育 1,800円・☆みかん狩り 1,000円・芋ほり・

保育発表会・☆そり遊び 1,200円・☆お茶会) 

賠償責任保険(日本スポーツ振興センター)240円 

写真販売・☆卒園アルバム 

制服・文具代 

愛知県私立幼稚園連盟会費 

豊田市私立幼稚園協会会費 

※ 金額は、変動する場合があります。 

※ 未記入のものについては、未確定です。 

当月 28日 

 

 

以下指定時期 



〇 認可定員等 

 （１）認可定員 １７０人 

 （２）利用定員 

１号認定子ども ６０人 

 

〇 利用の終了に関する事項 

  本園は、以下の場合には教育の提供を終了します。 

（１）園児が小学校に就学したとき 

（２）園児の保護者が、支給要件に該当しなくなったとき 

（３）その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

   ※ 保育料等未納が 2ヶ月以上に及んだ場合、退園の措置 

 

〇 緊急時における対応方法及び非常災害対策 

（１）本園においては、園児の安全の確保を図るため、学校保健安全法（昭和３３年法律

第５６号）第２７条の規定により学校安全計画を策定し実施するとともに、同法第２９条

第１項の規定により危険等発生時対処要領を作成し訓練等を行います。 

（２）本園は、学校保健安全法及び条例第３２条に従って、市区町村、保護者等への連絡、

警察署その他の関係機関との連携を図ります。 

 

〇 保険に関する事項 

  園児に対する教育の提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、本園の加入してい

る保険の補償の範囲内で対応します。 

保険の種類 （独）日本スポーツ振興センター 

保険の内容 園内で起きた事故全般 

補償金額 主な補償内容 

死亡見舞金/2,800万円（上限） 

障害見舞金/1,200万円 (上限) 

   

〇 秘密保持等 

  本園の園長及び職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密

を洩らしません。また、本園は、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得

た園児又はその家族の秘密を洩らすことがないよう、必要な措置を講じます。 

 

〇 虐待の防止 

虐待の防止の為、必要な体制を整備し職員に対する研修等を実施します。 

登園の職員又は、保護者等による虐待が疑われる場合は遅滞なく児童相談所等の機関



に通告します。この際、園児の安全を最優先し職員又は保護者等の了承を得ずに通告す

る場合があります。 

 

〇 その他 

  当該重要事項説明書に定めるもののほか、入園、利用に当たっての詳細な留意事項等に

ついては、入園のしおりにおいて提示するものとします。 


